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アルバイト経験のある学生への労働条件に関する意識調査 
(対象：大学生） 

 愛媛労働局 雇用環境・均等室 
       

問 1 あなたはこれまでに（現在も含む）、アルバイトをしたことがありますか。該当する回答の□に✓を付けてください。 
      □１ あ る   □２ な い ( 「ない」と回答された方は、調査終了です。ご回答ありがとうございました。) 

※「ある」と回答いただい方のみ、問２からの質問に、ご回答ください。 
    
問 ２ あなたが最初にアルバイトを始めたのはいつですか。 該当する回答の□に✓を付けてください。 
   １ 高校に（ □１ 在学時から  □２ 卒業してすぐの３月  ） 
   ２ 大学の１年生の（ □３ ４月    □４ ゴールデンウィーク  □５ ５月（ゴールデンウイーク後） 

□６ ６月から７月（夏休み前）  □７ 夏休み  □８ 9 月から  ） 
 

問 ３ あなたが経験したアルバイトの業種は何ですか。該当する業種を〇で囲んでください。複数経験している場合
は、三つまで選択可能です。  

販 売  □1 スーパーマーケット  □2 コンビニエンスストア  □3 デパート  □4 アパレル  □5 パン屋 □6 洋菓子店   
□7 弁当屋 □8 ガソリンスタンド  □9 本屋  □10 新聞配達  □11 試食販売  □12 その他販売（             ）     

ホテル  □13 ホテル・旅館  □14 結婚式場（ホテル内を含む）     
飲 食  □15 居酒屋  □16 ファーストフード  □17 ファミリーレストラン  □18 カフェ  □19 デリバリー店  □20 寿司屋  
        □21 上記以外のチェーンの飲食店  □22 上記以外の個人経営の飲食店 □23 その他飲食（            ）     
美 容  □24 理容院・美容院  □25 エステサロン  □26 ネイルサロン  □27 その他理容(             ）     
娯 楽  □28 アミューズメント関係  □29 パチンコ・スロット  □30 カラオケボックス  □31 漫画喫茶（ネットカフェ） 

□32 ビデオレンタル  □33 ゲームセンター  □34 その他娯楽（            ）     
警備・倉庫  □35 警備  □36 倉庫  
教 育  □37 学習塾（個別指導）□38 学習塾（集団指導）□39 学習塾塾（個別＋集団指導） 

□40 家庭教師  □41 試験監督   □42 その他教育（内容：          ） 
通信・ＩＴ □43 インターネット関連  □44 電話(コールセンター含) □45 ソフトウェア開発  □46 その他通信・ＩＴ( ) 
医療・介護・保育  □47 医療機関  □48 介護施設  □49 保育  
建 設  □50 建築・土木  □51 測量  □52 その他建設（内容：          ）    
製 造  □53 食料品  □54 自動車関連  □55 その他製造（内容：           ）     
配送・引越  □56 配送  □57 引越  □58 郵便局                    
イベント  □59 イベント会社    
官公署 □60 国の機関  □61 自治体の機関  □62 その他（             ）  
農水産業  □63 みかん収穫  □64 養殖 
その他 □65 その他（          ）  
  
 問 ４ あなたが、「アルバイトをする際、労働条件」はどのように知りましたか。 次の枠の中に、回答例に従い、問３

で選択した業種ごとに、次の項目から該当する番号を記入してください。  
※ １つの業種でアルバイト先が複数あるときは、最も就労期間の長かったものについてのみ回答してください。 

回答例：２０－４；（問３で選択した業種番号）－（次の項目の先頭の番号） 
―     ―   ―       

   １ 働く前に具体的な労働条件の説明はなかった（求人情報のみを含む）  
   ２ 働く前に代表者等（責任者）から口頭で労働条件を知らされた  
   ３ 働く前にアルバイト先から労働条件が記載された書面を見せられ、知らされたのみ（見せてもらえたが持ち帰るこ

とはできなかった）  
   ４ 働く前にアルバイト先から労働条件が記載された書面を渡され、知らされた（書面を持ち帰ることができた）  
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問 5  （問４で２～４（働く前に労働条件を知らされた）と回答したアルバイト先についてお聞きします）あなたが
アルバイトを始める前に具体的に明示された労働条件の内容は何ですか。次の項目から明示された項目の番号
を問３で選択した業種ごとに次の１の回答欄（枠内）に記入してください。なお、次の項目をすべて明示され
た場合や明示された項目を覚えていない場合には、次の２または３の回答欄（枠内）に記入してください。 
※ １つの業種でアルバイト先が複数のあるときは、最も就労期間の長かったものについてのみ回答してください。 
【項目】 
①契約期間  

       ②勤務場所・業務内容  
       ③始業（仕事を始める）時刻、終業（仕事が終わる）時刻  
       ④休憩時間  
      ⑤所定時間を超える労働（残業）の有無  
      ⑥勤務する日（例えば、毎週○曜日や週何日でシフト表によるなど）  
      ⑦年次有給休暇の日数（有無を含む）  
      ⑧賃金額（アルバイト代の単価）  
      ⑨賃金の締日及び支払日  
      ⑩賃金の支払方法（振込か現金払いなど）  

     ⑪退職に関する事項（自己都合退職の手続き、解雇事由等） 
１ ①～⑪の項目の一部のみ明示された。次の枠の中に、回答例に従い、問３で選択した業種ごとに、明示さ

れた項目の番号をすべて記入してください。 

回答例：２－④⑧⑩；（問３で選択した業種番号）―（項目の④⑧⑩を明示） 

  ―   ― ―     

       
２ ①～⑪の項目をすべて明示された。 問３で選択した業種を次の枠の中に記入してください。 

      
 
３ 覚えていない。問３で選択した業種を次の枠の中に記入してください。 

      
 
問 6 普段、実際に働いている時間について、該当するもの□に✓を付けてください。   

（複数のアルバイトを同時に掛け持ちしている場合には合計を記載。休憩は除く。）    
・ 勤務をする日とその日の労働時間 

  ①月曜日  ②火曜日  ③水曜日  ④木曜日  ⑤金曜日  ⑥土曜日  ⑦日曜日  

①３時間未満  □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 

②３～６時間未満  □8 □9 □10 □11 □12 □13 □14 

③６～８時間未満  □15 □16 □17 □18 □19 □20 □21 

④８～１０時間未満  □22 □23 □24 □25 □26 □27 □28 

⑤１０時間超  □29 □30 □31 □32 □33 □34 □35 
   ・ 深夜時間帯（２２時から５時）の有無   □36 有  □37 無   
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 問 7 アルバイトをしていて、労働条件などに関して次のようなことはありましたか。（複数回答可） 次の枠の中に、回
答例に従い、問３で選択した業種ごとに、次のトラブルの例から該当するものの番号を記入してください。 
回答例：15－４、５：（問３で選択した業種番号）－（トラブルの例の４、５に該当することがあった） 

― ― ―       
    【トラブルの例】 

１ 採用時に面接時等に説明等（求人情報に記載された）した仕事以外の仕事をさせられた  
２ 採用時に面接時等に説明等（求人情報に記載された）した以上のシフトを入れられた 
３ 一方的に急なシフト変更を命じられた  
４ 一方的にシフトを削られた  
５ 実際に働いた時間の管理がされていない（例えばタイムカードに打刻した後に働かされたなど）  
６ 賃金が支払われなかった（□61 全額 □62 残業分 □63 その他（          ））  
７ 準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった  
８ 時間外労働や休日労働、深夜労働について、割増賃金が支払われなかった  
９ 賃金が所定支払日に支払われなかった 
10 賃金から一方的に罰金を徴収された  
11 賃金が一方的に引き下げられた  
12 １日に労働時間が６時間を超えても休憩時間がなかった  
13 契約更新があると言われていたが労働契約の更新がなかった  
14 仕事中のけがの治療費を自己負担させられた  
15 商品やサービスの買い取りを強要された  
16 給与明細書がもらえなかった 
17 暴力や嫌がらせを受けた  
18 退職を申し出ても（勤務先の都合を理由に）退職させてもらえなかった  
19 会社の都合で一方的に解雇された  
20 その他（             ）  
21 労働条件上の不当な扱いはなかった  

  
問 8 アルバイトによって、学業に支障が出た経験がありますか。該当する回答の□に✓してください。 
    □１ ない    □２ ある  「ある」と回答した方は内容を簡単に記載（                                         ）  
  
問 9 労働条件などに関して困ったことがあった場合、どうしましたか。（どうしますか。）（複数回答可）該当する回

答の□に✓してください。 
   □１ 知人・友人に相談した □２ 学校や職場の先輩に相談した □３ 家族に相談した  □４ 大学に相談した  
   □５ 同僚に相談した 
  □６ 専門の相談窓口に相談した  
      ここを選択された方は、次の番号を選択してください。 

（□61 労働基準監督署等 □62 労働条件相談ほっとライン※ □63 自治体 □64 その他（         ）） 
     ※ 厚生労働省の委託事業で行っている、平日夜間・休日に労働基準法などに関して無料で相談を受け付ける相談窓口  
   □７ インターネットで調べた □８ 自分で会社との話し合いの機会を持った □９ そのアルバイトを辞めた  
   □10 何もしなかった  
   □11 その他（                               ）  
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問 1０ あなたは、説明を受けるまで、法律で決められている労働条件に関して、知っていましたか。該当する回答の
□に✓を付けてください。 

    □１ 知らなかった 
   □２  知っていた 
   ※「知っていた」と回答された方は、次のうち知っていたものの□に✓を付けてください。（複数回答可） 

□１ 事業主は、アルバイトを雇い入れる際、業務内容、労働時間、賃金などについて、書面で明示する必要
がある 

       □２ アルバイトでも、一定の条件を満たせば年次有給休暇が付与される必要がある  
□３ アルバイトでも、１日の労働時間が６時間を超える場合は４５分、８時間を超える場合は６０分の休

憩時間を与える必要がある  
□４ アルバイトでも、時間外労働（１日８時間を超えた場合など）や深夜労働（午後１０時から午前５

時）には、通常の賃金の２割５分以上の金額を支払う必要がある 
□５ アルバイト代は、全額を労働者に直接、毎月決まった日に支払われなければならない 
□６ 都道府県単位ごとに「最低賃金」が定められており、アルバイト代はその額を下回ることはできない 
□７ 事業主は規律違反やミスをした労働者に対して無制限に減給することはできない 
□８ アルバイト代を事業主が一方的に引き下げることはできない 
□９ アルバイトに時間外労働をさせる場合であっても、事業主はあらかじめ、労働者の代表等と労使協定

（「36（さぶろく）協定」）を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない  
□10 事業主は、労働者を解雇する場合は、その労働者に 30 日以上前に予告するか、解雇予告手当（平

均賃金の 30 日分以上）を払わなければならない  
□11 アルバイトでも、仕事によるけがは、労災保険を使う必要がある 
□12 アルバイトでも、労働条件に関して労働基準監督署等に相談することができる  

  
問 11 法律で決められている労働条件に関して、学生にどのように周知すれば効果的だと思いますか。周知の方法と

して有用であると思うものを記載してください。  
  （                                                                                               ）  
  
問 12 アルバイトの労働条件や学業との両立に関して意見があれば、記載してください。  
  （                                                                                            ） 
 
 

～ 御回答ありがとうございました ～ 
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問　1 あなたはこれまでに（現在も含む）、アルバイトをしたことがありますか

人 ％
413 75.0%

138 25.0%

問　２ あなたが最初にアルバイトを始めたのはいつですか

人 ％
52 12.7%

58 14.2%

59 14.5%

16 3.9%

67 16.4%

82 20.1%

40 9.8%

34 8.3%

5

問　３ あなたが経験したアルバイトの業種は何ですか
（ひとり、三業種まで選択可能としました）

人 ％
47 6.9%

38 5.6%

16 2.4%

11 1.6%

12 1.8%

6 0.9%

2 0.3%

2 0.3%

6 0.9%

6 0.9%

22 3.2%

34 5.0%

26 3.8%

73 10.8%

18 2.7%

11 1.6%

30 4.4%

1 0.1%

11 1.6%

58 8.6%

41 6.0%

14 2.1%

□1アルバイトをしたことがあっる

□２アルバイトをしたことがない

□１  在学時から1

□２  卒業してすぐの３月

（販　売）
５　パン屋
（販　売）
６　洋菓子店
（販　売）
７　弁当屋
（販　売）
８　ガソリンスタンド

高校に

（販　売）
３　デパート
（販　売）
４　アパレル

□３  ４月

□４  ゴールデンウィーク

□５  ５月
（ゴールデンウィーク後）

□６６月から７月
　　　（夏休み前）

□８９月から

□７夏休み

大学生の
１年生の

（販　売）
１　スーパーマーケット
（販　売）
２　コンビニエンスストア

無　回　答

（販　売）
９　本  屋

（飲　食）
17  ファミリーレストラン
（飲　食）
18  カフェ

（販　売）
11　試食販売
（販　売）
12  その他販売（　　　　　　　　　　）
（ホテル）
13  ホテル・旅館
（ホテル）
14 結婚式場（ホテル内を含む）
（飲　食）
15  居酒屋
（飲　食）
16  ファーストフード

（飲　食）
19  デリバリー店
（飲　食）
20 寿司屋
（飲　食）
21  上記以外のチェーンの飲食店
（飲　食）
22  上記以外の個人経営の飲食店
（飲　食）
23  その他飲食（　　　　　　　　　　）
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問　３ あなたが経験したアルバイトの業種は何ですか
（ひとり、三業種まで選択可能としました）

人 ％
1 0.1%

1 0.1%

5 0.7%

2 0.3%

3 0.4%

3 0.4%

2 0.3%

44 6.5%

2 0.3%

6 0.9%

3 0.4%

5 0.7%

9 1.3%

10 1.5%

1 0.1%

1 0.1%

2 0.3%

1 0.1%

1 0.1%

5 0.7%

1 0.1%

13 1.9%

4 0.6%

25 3.7%

2 0.3%

3 0.4%

38 5.6%

1

（建　設）
52  その他建設(内容：　　　　）

（イベント）
59  イベント会社

（製　造）
53  食料品

（その他）
65  その他（　　　　　　　　　　）

（官公署）
61  自治体の機関
（農水産業）
63  みかん収穫

（配送・引越）
56  配  送
（配送・引越）
57  引  越
（配送・引越）
58  郵便局

（医療・介護・保育）
48  介護施設
（医療・介護・保育）
49  保  育
（建　設）
50  建築・土木

（娯　楽）
30  カラオケボックス

（美　容）
24  理容院・美容院
（娯　楽）
28  アミューズメント関係

（教　育）
41  試験監督

無回答

（娯　楽）
32  ビデオレンタル
（娯　楽）
34  その他娯楽（　　　　　　　　　　）

（通信・IT）
44  電話（コールセンター含）
（通信・IT）
46  その他通信・IT

（警備・倉庫）
35  警　備
（警備・倉庫）
36  倉　庫
（教　育）
37  学習塾（個別指導）
（教　育）
38  学習塾（集団指導）
（教　育）
39  学習塾（個別＋集団指導）
（教　育）
40  家庭教師

（教　育）
42  その他教育（内容：　　　　　）
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問　４
（問３で、選択した業種のごとに項目を選択）

n

1
働
く
前
に
具
体
的
な
説
明
は
な
か

っ
た

（
求
人
情
報
の
み
を
含
む

）

2
働
く
前
に
口
頭
で
知
ら
さ
れ
た

（
労
働
条
件
が
記
載
さ
れ
た
書
面
は
な
か

っ
た

）

3
働
く
前
に
会
社
か
ら
労
働
条
件
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
見
せ
ら

れ

、
知
ら
さ
れ
た

（
書
面
は
見
せ
て
も
ら
え
た
が
持
ち
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ

た

）

4
働
く
前
に
会
社
か
ら
労
働
条
件
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
渡
さ
れ

、

知
ら
さ
れ
た

（
書
面
を
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
た

）

無
回
答

679 80 258 63 242 35
100.0% 12.4% 40.1% 9.8% 37.6% 0.0%

46 1 11 7 27 1
100.0% 2.2% 23.9% 15.2% 58.7%

34 4 14 5 11 4
100.0% 11.8% 41.2% 14.7% 32.4%

16 1 7 1 7 0
100.0% 6.3% 43.8% 6.3% 43.8%

10 1 2 0 7 1
100.0% 10.0% 20.0% 0.0% 70.0%

12 2 4 2 4 0
100.0% 16.7% 33.3% 16.7% 33.3%

6 1 3 0 2 0
100.0% 16.7% 50.0% 0.0% 33.3%

2 0 1 0 1 0
100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0%

2 0 1 0 1 0
100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0%

5 0 1 1 3 1
100.0% 0.0% 20.0% 20.0% 60.0%

6 1 0 1 4 0
100.0% 16.7% 0.0% 16.7% 66.7%

18 0 11 2 5 4
100.0% 0.0% 61.1% 11.1% 27.8%

32 8 16 1 7 2
100.0% 25.0% 50.0% 3.1% 21.9%

25 3 9 0 13 1
100.0% 12.0% 36.0% 0.0% 52.0%

71 17 34 8 12 2
100.0% 23.9% 47.9% 11.3% 16.9%

18 1 4 2 11 0
100.0% 5.6% 22.2% 11.1% 61.1%

10 2 2 3 3 1
100.0% 20.0% 20.0% 30.0% 30.0%

28 3 16 4 5 2
100.0% 10.7% 57.1% 14.3% 17.9%

1 0 0 1 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

11 2 5 1 3 0
100.0% 18.2% 45.5% 9.1% 27.3%

54 6 24 5 19 4
100.0% 11.1% 44.4% 9.3% 35.2%

40 5 30 0 5 1
100.0% 12.5% 75.0% 0.0% 12.5%

あなたが、「アルバイトをする際、労働条件」はどのように知りましたか

（販　売）
１　スーパーマーケット
（販　売）
２　コンビニエンスストア

（ホテル）
14 結婚式場（ホテル内を含む）

（販　売）
３　デパート
（販　売）
４　アパレル
（販　売）
５　パン屋
（販　売）
６　洋菓子店
（販　売）
７　弁当屋
（販　売）
８　ガソリンスタンド
（販　売）
９　本  屋
（販　売）
11　試食販売
（販　売）
12  その他販売（　　　　　　　　　　）
（ホテル）
13  ホテル・旅館

（飲　食）
15  居酒屋
（飲　食）
16  ファーストフード
（飲　食）
17  ファミリーレストラン
（飲　食）
18  カフェ
（飲　食）
19  デリバリー店
（飲　食）
20 寿司屋
（飲　食）
21  上記以外のチェーンの飲食店
（飲　食）
22  上記以外の個人経営の飲食店
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問　４
（問３で、選択した業種のごとに項目を選択）

n

1
働
く
前
に
具
体
的
な
説
明
は
な
か

っ
た

（
求
人
情
報
の
み
を
含
む

）

2
働
く
前
に
口
頭
で
知
ら
さ
れ
た

（
労
働
条
件
が
記
載
さ
れ
た
書
面
は
な
か

っ
た

）

3
働
く
前
に
会
社
か
ら
労
働
条
件
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
見
せ
ら

れ

、
知
ら
さ
れ
た

（
書
面
は
見
せ
て
も
ら
え
た
が
持
ち
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ

た

）

4
働
く
前
に
会
社
か
ら
労
働
条
件
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
渡
さ
れ

、

知
ら
さ
れ
た

（
書
面
を
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
た

）

無
回
答

あなたが、「アルバイトをする際、労働条件」はどのように知りましたか

13 2 8 2 1 1
100.0% 15.4% 61.5% 15.4% 7.7%

1 0 0 1 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

1 0 1 0 0 0
100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

5 0 2 2 1 0
100.0% 0.0% 40.0% 40.0% 20.0%

2 1 0 0 1 0
100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0%

2 1 1 0 0 1
100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

3 0 2 0 1 0
100.0% 0.0% 66.7% 0.0% 33.3%

2 0 0 0 2 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

43 0 5 3 35 1
100.0% 0.0% 11.6% 7.0% 81.4%

2 0 1 0 1 0
100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0%

6 1 3 0 2 0
100.0% 16.7% 50.0% 0.0% 33.3%

3 0 0 1 2 0
100.0% 0.0% 0.0% 33.3% 66.7%

5 0 3 0 2 0
100.0% 0.0% 60.0% 0.0% 40.0%

8 3 4 0 1 1
100.0% 37.5% 50.0% 0.0% 12.5%

1 0 1 0 0 0
100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

1 0 0 0 1 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

2 0 0 0 2 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

1 1 0 0 0 0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5 1 2 0 2 0
100.0% 20.0% 40.0% 0.0% 40.0%

1 0 0 0 1 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

12 3 6 2 1 1
100.0% 25.0% 50.0% 16.7% 8.3%

3 0 1 0 2 1
100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 66.7%

（配送・引越）
56  配  送
（配送・引越）
57  引  越
（配送・引越）
58  郵便局

（医療・介護・保育）
49  保  育
（建　設）
52  その他建設(内容：　　　　）
（製　造）
53  食料品

（通信・IT）
46  その他通信・IT
（医療・介護・保育）
48  介護施設

（娯　楽）
34  その他娯楽（　　　　　　　　　　）
（警備・倉庫）
35  警　備

（飲　食）
23  その他飲食（　　　　　　　　　　）
（美　容）
24  理容院・美容院
（娯　楽）
28  アミューズメント関係
（娯　楽）
30  カラオケボックス
（娯　楽）
32  ビデオレンタル

（警備・倉庫）
36  倉　庫
（教　育）
37  学習塾（個別指導）
（教　育）
38  学習塾（集団指導）
（教　育）
39  学習塾（個別＋集団指導）
（教　育）
40  家庭教師
（教　育）
41  試験監督
（教　育）
42  その他教育（内容：　　　　　）
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問　４
（問３で、選択した業種のごとに項目を選択）

n

1
働
く
前
に
具
体
的
な
説
明
は
な
か

っ
た

（
求
人
情
報
の
み
を
含
む

）

2
働
く
前
に
口
頭
で
知
ら
さ
れ
た

（
労
働
条
件
が
記
載
さ
れ
た
書
面
は
な
か

っ
た

）

3
働
く
前
に
会
社
か
ら
労
働
条
件
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
見
せ
ら

れ

、
知
ら
さ
れ
た

（
書
面
は
見
せ
て
も
ら
え
た
が
持
ち
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ

た

）

4
働
く
前
に
会
社
か
ら
労
働
条
件
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
渡
さ
れ

、

知
ら
さ
れ
た

（
書
面
を
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
た

）

無
回
答

あなたが、「アルバイトをする際、労働条件」はどのように知りましたか

25 2 10 4 9 0
100.0% 8.0% 40.0% 16.0% 36.0%

2 0 0 0 2 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

3 0 2 1 0 0
100.0% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0%

34 7 11 3 13 4
100.0% 20.6% 32.4% 8.8% 38.2%

（イベント）
59  イベント会社
（官公署）
61  自治体の機関
（農水産業）
63  みかん収穫
（その他）
65  その他（　　　　　　　　　　）
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問５の２ 問５の３

ｎ

①
契
約
期
間

②
勤
務
場
所
・
業
務
内
容

③
始
業

（
仕
事
を
始
め
る

）
時
刻

、
終
業

（
仕

事
が
終
わ
る

）
時
刻

④
休
憩
時
間

⑤
所
定
時
間
を
超
え
る
労
働

（
残
業

）
の
有
無

⑥
勤
務
す
る
日

（
例
え
ば

、
毎
週
〇
曜
日
や
週
何
日
で
シ
フ
ト
表
に
よ
る

な
ど

）

⑦
年
次
有
給
休
暇
の
日
数

（
有
無
を
含
む

）

⑧
賃
金
額

（
ア
ル
バ
イ
ト
代
の
単
価

）

⑨
賃
金
の
締
日
及
び
支
払
日

⑩
賃
金
の
支
払
方
法

（
振
込
か
現
金
払
い
な

ど

）

⑪
退
職
に
関
す
る
事
項

(

自
己
都
合
退
職
手
続

き

、
解
雇
事
由
等

）

①
～

⑪
の
項
目
す
べ
て
を
明
示
さ
れ
た

問
３
で
業
種
を
選
択
し
た
が
覚
え
て
い
な
い

　
　
無
　
　
回
　
　
答

2468 137 384 271 139 86 292 49 365 257 308 56 72 52 99
100.0% 5.6% 15.6% 11.0% 5.6% 3.5% 11.8% 2.0% 14.8% 10.4% 12.5% 2.3% 2.9% 2.1%

164 13 21 21 12 6 16 3 21 14 17 7 9 4 6
100.0% 7.9% 12.8% 12.8% 7.3% 3.7% 9.8% 1.8% 12.8% 8.5% 10.4% 4.3% 5.5% 2.4%

126 5 19 17 10 4 13 2 14 16 17 3 3 3 10
100.0% 4.0% 15.1% 13.5% 7.9% 3.2% 10.3% 1.6% 11.1% 12.7% 13.5% 2.4% 2.4% 2.4%

61 4 8 7 7 3 5 2 8 6 5 1 3 2 2
100.0% 6.6% 13.1% 11.5% 11.5% 4.9% 8.2% 3.3% 13.1% 9.8% 8.2% 1.6% 4.9% 3.3%

36 3 5 2 3 1 3 4 5 3 3 0 4 0 2
100.0% 8.3% 13.9% 5.6% 8.3% 2.8% 8.3% 11.1% 13.9% 8.3% 8.3% 0.0% 11.1% 0.0%

41 3 6 4 2 1 6 1 4 4 6 1 1 2 3
100.0% 7.3% 14.6% 9.8% 4.9% 2.4% 14.6% 2.4% 9.8% 9.8% 14.6% 2.4% 2.4% 4.9%

21 0 3 3 1 1 3 1 3 2 2 0 1 1 1
100.0% 0.0% 14.3% 14.3% 4.8% 4.8% 14.3% 4.8% 14.3% 9.5% 9.5% 0.0% 4.8% 4.8%

15 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0
100.0% 6.7% 13.3% 13.3% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 13.3% 13.3% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0%

5 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
100.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0%

16 2 2 1 0 0 1 0 2 2 2 2 2 0 1
100.0% 12.5% 12.5% 6.3% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 0.0%

27 1 4 3 4 1 2 2 3 2 3 1 1 0 0
100.0% 3.7% 14.8% 11.1% 14.8% 3.7% 7.4% 7.4% 11.1% 7.4% 11.1% 3.7% 3.7% 0.0%

71 2 13 9 8 0 7 0 13 5 8 1 3 2 3
100.0% 2.8% 18.3% 12.7% 11.3% 0.0% 9.9% 0.0% 18.3% 7.0% 11.3% 1.4% 4.2% 2.8%

121 8 21 14 5 4 13 2 19 12 18 2 1 2 8
1 6.6% 17.4% 11.6% 4.1% 3.3% 10.7% 1.7% 15.7% 9.9% 14.9% 1.7% 0.8% 1.7%

106 7 20 4 4 4 13 2 16 13 16 3 2 2 2
100.0% 6.6% 18.9% 3.8% 3.8% 3.8% 12.3% 1.9% 15.1% 12.3% 15.1% 2.8% 1.9% 1.9%

252 11 49 27 7 7 32 2 45 26 34 6 2 4 13
100.0% 4.4% 19.4% 10.7% 2.8% 2.8% 12.7% 0.8% 17.9% 10.3% 13.5% 2.4% 0.8% 1.6%

63 5 7 4 6 2 6 3 8 7 8 2 3 2 3
100.0% 7.9% 11.1% 6.3% 9.5% 3.2% 9.5% 4.8% 12.7% 11.1% 12.7% 3.2% 4.8% 3.2%

37 0 4 6 4 1 5 1 4 4 5 0 2 1 2
100.0% 0.0% 10.8% 16.2% 10.8% 2.7% 13.5% 2.7% 10.8% 10.8% 13.5% 0.0% 5.4% 2.7%

98 3 15 8 5 4 14 3 15 9 12 4 3 3 4
100.0% 3.1% 15.3% 8.2% 5.1% 4.1% 14.3% 3.1% 15.3% 9.2% 12.2% 4.1% 3.1% 3.1%

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

37 1 6 5 1 0 5 0 5 5 6 0 1 2 2
100.0% 2.7% 16.2% 13.5% 2.7% 0.0% 13.5% 0.0% 13.5% 13.5% 16.2% 0.0% 2.7% 5.4%

214 11 35 24 15 7 30 3 28 21 28 7 4 1 11
100.0% 5.1% 16.4% 11.2% 7.0% 3.3% 14.0% 1.4% 13.1% 9.8% 13.1% 3.3% 1.9% 0.5%

137 6 29 22 5 3 19 0 28 14 6 0 1 4 4
100.0% 4.4% 21.2% 16.1% 3.6% 2.2% 13.9% 0.0% 20.4% 10.2% 4.4% 0.0% 0.7% 2.9%

34 0 7 3 1 0 4 0 9 4 5 0 0 1 3
100.0% 0.0% 20.6% 8.8% 2.9% 0.0% 11.8% 0.0% 26.5% 11.8% 14.7% 0.0% 0.0% 2.9%

3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
100.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

13 0 3 0 0 0 1 0 1 3 3 1 1 0 0
100.0% 0.0% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 7.7% 23.1% 23.1% 7.7% 7.7% 0.0%

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

16 1 2 2 1 0 3 0 2 3 2 0 0 0 0
100.0% 6.3% 12.5% 12.5% 6.3% 0.0% 18.8% 0.0% 12.5% 18.8% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0%

10 0 1 1 1 1 0 0 2 1 2 0 0 1 0
100.0% 0.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 20.0% 10.0% 20.0% 0.0% 0.0% 10.0%

8 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0
100.0% 12.5% 12.5% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5%

217 15 26 26 8 10 22 6 28 25 30 10 9 2 2
100.0% 6.9% 12.0% 12.0% 3.7% 4.6% 10.1% 2.8% 12.9% 11.5% 13.8% 4.6% 4.1% 0.9%

10 1 1 1 0 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0
100.0% 10.0% 10.0% 10.0% 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 20.0% 10.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%

23 1 3 2 1 1 2 0 5 4 4 0 0 0 1
100.0% 4.3% 13.0% 8.7% 4.3% 4.3% 8.7% 0.0% 21.7% 17.4% 17.4% 0.0% 0.0% 0.0%

26 0 2 1 0 1 16 1 2 1 2 0 0 0 0
100.0% 0.0% 7.7% 3.8% 0.0% 3.8% 61.5% 3.8% 7.7% 3.8% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0%

18 1 3 1 1 1 1 0 4 3 3 0 0 0 1
100.0% 5.6% 16.7% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 0.0% 22.2% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0%

29 3 6 5 0 0 3 0 6 2 3 0 0 1 0
100.0% 10.3% 20.7% 17.2% 0.0% 0.0% 10.3% 0.0% 20.7% 6.9% 10.3% 0.0% 0.0% 3.4%

問５　（問４で２～４（働く前に労働条件を知らされた）と回答したアルバイト先についてお聞きします）あなたがアルバイトを始める前に具体的に明示さ
れた労働条件の内容は何ですか。次の項目から明示された項目の番号を問３で選択した業種ごとに次の１の回答欄（枠内）に記入してください。な
お、次の項目をすべて明示された場合や明示された項目を覚えていない場合には、次の２または３の回答欄（枠内）に記入してください。
※　１つの業種でアルバイト先が複数のあるときは、最も就労期間の長かったものについてのみ回答してください。

問5の１

（飲　食）
21  上記以外のチェーンの飲食店
（飲　食）
22  上記以外の個人経営の飲食店

（警備・倉庫）
35  警　備

（美　容）
24  理容院・美容院
（娯　楽）
28  アミューズメント関係
（娯　楽）
30  カラオケボックス
（娯　楽）
32  ビデオレンタル

（警備・倉庫）
36  倉　庫
（教　育）
37  学習塾（個別指導）
（教　育）
38  学習塾（集団指導）
（教　育）
39  学習塾（個別＋集団指導）
（教　育）
40  家庭教師
（教　育）
41  試験監督
（教　育）
42  その他教育（内容：　　　　　）

（販　売）
11　試食販売

（販　売）
１　スーパーマーケット
（販　売）
２　コンビニエンスストア
（販　売）
３　デパート
（販　売）
４　アパレル
（販　売）
５　パン屋
（販　売）
６　洋菓子店
（販　売）
７　弁当屋
（販　売）
８　ガソリンスタンド
（販　売）
９　本  屋

（飲　食）
23  その他飲食（　　　　　　　　　　）

（販　売）
12  その他販売（　　　　　　　　　　）
（ホテル）
13  ホテル・旅館

（娯　楽）
34  その他娯楽（　　　　　　　　　　）

（ホテル）
14 結婚式場（ホテル内を含む）
（飲　食）
15  居酒屋
（飲　食）
16  ファーストフード
（飲　食）
17  ファミリーレストラン
（飲　食）
18  カフェ
（飲　食）
19  デリバリー店
（飲　食）
20 寿司屋
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問５の２ 問５の３

ｎ

①
契
約
期
間

②
勤
務
場
所
・
業
務
内
容

③
始
業

（
仕
事
を
始
め
る

）
時
刻

、
終
業

（
仕

事
が
終
わ
る

）
時
刻

④
休
憩
時
間

⑤
所
定
時
間
を
超
え
る
労
働

（
残
業

）
の
有
無

⑥
勤
務
す
る
日

（
例
え
ば

、
毎
週
〇
曜
日
や
週
何
日
で
シ
フ
ト
表
に
よ
る

な
ど

）

⑦
年
次
有
給
休
暇
の
日
数

（
有
無
を
含
む

）

⑧
賃
金
額

（
ア
ル
バ
イ
ト
代
の
単
価

）

⑨
賃
金
の
締
日
及
び
支
払
日

⑩
賃
金
の
支
払
方
法

（
振
込
か
現
金
払
い
な

ど

）

⑪
退
職
に
関
す
る
事
項

(

自
己
都
合
退
職
手
続

き

、
解
雇
事
由
等

）

①
～

⑪
の
項
目
す
べ
て
を
明
示
さ
れ
た

問
３
で
業
種
を
選
択
し
た
が
覚
え
て
い
な
い

　
　
無
　
　
回
　
　
答

問５　（問４で２～４（働く前に労働条件を知らされた）と回答したアルバイト先についてお聞きします）あなたがアルバイトを始める前に具体的に明示さ
れた労働条件の内容は何ですか。次の項目から明示された項目の番号を問３で選択した業種ごとに次の１の回答欄（枠内）に記入してください。な
お、次の項目をすべて明示された場合や明示された項目を覚えていない場合には、次の２または３の回答欄（枠内）に記入してください。
※　１つの業種でアルバイト先が複数のあるときは、最も就労期間の長かったものについてのみ回答してください。

問5の１

48 3 6 1 2 4 5 3 6 5 6 3 4 0 0
100.0% 6.3% 12.5% 2.1% 4.2% 8.3% 10.4% 6.3% 12.5% 10.4% 12.5% 6.3% 8.3% 0.0%

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
100.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

15 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0
100.0% 6.7% 13.3% 13.3% 13.3% 6.7% 6.7% 6.7% 13.3% 6.7% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0%

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

16 1 2 2 1 1 2 0 3 1 1 0 1 1 0
100.0% 6.3% 12.5% 12.5% 6.3% 6.3% 12.5% 0.0% 18.8% 6.3% 6.3% 0.0% 6.3% 6.3%

9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
100.0% 0.0% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0%

48 4 7 6 3 4 3 1 6 4 7 0 2 1 2
100.0% 8.3% 14.6% 12.5% 6.3% 8.3% 6.3% 2.1% 12.5% 8.3% 14.6% 0.0% 4.2% 2.1%

17 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 0 0 1 1
100.0% 11.8% 5.9% 11.8% 5.9% 5.9% 11.8% 5.9% 11.8% 11.8% 11.8% 0.0% 0.0% 5.9%

97 4 15 9 7 2 10 2 15 12 16 0 3 2 2
100.0% 4.1% 15.5% 9.3% 7.2% 2.1% 10.3% 2.1% 15.5% 12.4% 16.5% 0.0% 3.1% 2.1%

6 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100.0% 16.7% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0%

8 0 1 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1
100.0% 0.0% 12.5% 25.0% 12.5% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

139 10 21 17 7 6 17 1 20 15 16 2 3 4 6
100.0% 7.2% 15.1% 12.2% 5.0% 4.3% 12.2% 0.7% 14.4% 10.8% 11.5% 1.4% 2.2% 2.9%

（通信・IT）
44  電話（コールセンター含）

（農水産業）
63  みかん収穫

（官公署）
61  自治体の機関

（イベント）
59  イベント会社

（医療・介護・保育）
48  介護施設
（医療・介護・保育）
49  保  育
（建　設）
50  建築・土木
（製　造）
53  食料品
（配送・引越）
56  配  送
（配送・引越）
57  引  越
（配送・引越）
58  郵便局

（その他）
65  その他（　　　　　　　　　　）

（通信・IT）
46  その他通信・IT

- 11 -- 11 -



問６ 　普段、実際に働いている時間について、該当するもの□に✓を付けてください。
（複数のアルバイトを同時に掛け持ちしている場合には合計を記載。休憩は除く。）   

ｎ

1
 
３
時
間
未
満

2
 
３
～
６
時
間
未
満

3
 
６
～
８
時
間
未
満

4
 
８
～
1
0
時
間
未
満

5
 
１
０
時
間
以
上

　
無
　
　
回
　
　
答

197 45 132 16 4 0
100.0% 22.8% 67.0% 8.1% 2.0% 0.0%

195 42 129 18 6 0
100.0% 21.5% 66.2% 9.2% 3.1% 0.0%

224 33 157 28 5 1
100.0% 14.7% 70.1% 12.5% 2.2% 0.4%

188 39 123 21 5 0
100.0% 20.7% 65.4% 11.2% 2.7% 0.0%

229 42 156 22 7 2
100.0% 18.3% 68.1% 9.6% 3.1% 0.9%

271 33 130 68 26 14
100.0% 12.2% 48.0% 25.1% 9.6% 5.2%

246 18 116 71 24 17
100.0% 7.3% 47.2% 28.9% 9.8% 6.9%

深夜時間帯（２２時から５時）の有無

ｎ

有 無 無回答

320 132 188 93
100.0% 41.3% 58.8%

34

7 日曜日

深夜時間帯
（２２時から５時）

6 土曜日

1 月曜日

2 火曜日

3 水曜日

4 木曜日

5 金曜日

252合計（人） 943 244 77 341550
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問
７

アル
バ

イト
をし

て
い

て
、労

働
条

件
な

どに
関

して
次

の
よう

な
こと

は
あ

りま
した

か
。（

複
数

回
答

可
）

 次
の
枠
の
中
に
、回
答
例
に
従
い
、問
３
で
選
択
した
業
種
ご
とに
、次
の
トラ
ブ
ル
の
例
か
ら該
当
す
る
も
の
の
番
号
を
記
入
して
くだ
さ
い
。

n

１  採 用 時 に 合 意 し た 仕 事 以 外 の 仕 事 を さ せ ら え ら た

２  採 用 時 に 合 意 し た 以 上 の シ フ ト を 入 れ ら れ た

３  一 方 的 に 急 な シ フ ト 変 更 を 命 じ ら れ た

４  一 方 的 に シ フ ト を 削 ら れ た

5  実 際 に 働 い た 時 間 の 管 理 が さ れ て い な い （ 例 え ば タ イ ム

カ ー ド に 打 刻 し た 後 に 働 か さ れ た な ど ）

６  賃 金 が 支 払 わ れ な か っ た

（ 全 額 ）

６  賃 金 が 支 払 わ れ な か っ た

（ 残 業 分 ）

６  賃 金 が 支 払 わ れ な か っ た

（ そ の 他 （   　   ） ）

７  準 備 や 片 付 け の 時 間 に 賃 金 が 支 払 わ れ な か っ た

８  時 間 外 労 働 や 休 日 労 働 、 深 夜 労 働 に つ い て 、 割 増 賃 金 が

支 払 わ れ な か っ た

９ 　 賃 金 が 所 定 支 払 日 に 支 払 わ れ な か っ た

１ ０ 　 賃 金 が 所 定 支 払 日 に 支 払 わ れ な か っ た

１ １ 　 賃 金 が 一 方 的 に 引 き 下 げ ら れ た

１ ２ 　 １ 日 に 労 働 時 間 が ６ 時 間 を 超 え て も 休 憩 時 間 が な か っ

た
１ 3   契 約 更 新 が あ る と 言 わ れ て い た が 労 働 契 約 の 更 新 が

な か っ た

1 5   商 品 や サ ー ビ ス の 買 い 取 り を 強 要 さ れ た

1 4   仕 事 中 の け が の 治 療 費 を 自 己 負 担 さ せ ら れ た

1 6   給 与 明 細 書 が も ら え な か っ た

１ ７   暴 力 や 嫌 が ら せ を 受 け た

１ ８   退 職 を 申 し 出 て も （ 勤 務 先 の 都 合 を 理 由 に ） 退 職 さ

せ て も ら え な か っ た

１ ９   会 社 の 都 合 で 一 方 的 に 解 雇 さ れ た

２ ０   そ の 他 （    ）

２ １   労 働 条 件 上 の 不 当 な 扱 い は な か っ た

無 回 答

6
2
1

2
3

2
6

3
6

3
3

2
6

0
1

0
3
3

3
7

8
2

3
5
7

2
1

2
4
0

1
1

6
2

7
2
6
5

2
0
6

1
0
0
.0

%
3
.7

%
4
.2

%
5
.8

%
5
.3

%
4
.2

%
0
.0

%
0
.2

%
0
.0

%
5
.3

%
6
.0

%
1
.3

%
0
.3

%
0
.5

%
9
.2

%
0
.3

%
0
.2

%
0
.3

%
6
.4

%
1
.8

%
1
.0

%
0
.3

%
1
.1

%
4
2
.7

%
4
2

4
3

3
2

0
0

0
0

2
2

0
1

0
0

0
0

0
1

0
1

0
0

2
3

1
2

1
0
0
%

9
.5

%
7
.1

%
7
.1

%
4
.8

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
4
.8

%
4
.8

%
0
.0

%
2
.4

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
2
.4

%
0
.0

%
2
.4

%
0
.0

%
0
.0

%
5
4
.8

%
2
8

1
2

1
0

3
0

0
0

1
0

1
1

0
3

0
0

0
2

0
0

1
0

1
2

1
7

1
0
0
%

3
.6

%
7
.1

%
3
.6

%
0
.0

%
1
0
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
3
.6

%
0
.0

%
3
.6

%
3
.6

%
0
.0

%
1
0
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
7
.1

%
0
.0

%
0
.0

%
3
.6

%
0
.0

%
4
2
.9

%
2

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

1
0
0
%

0
.0

%
0
.0

%
5
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
5
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
7

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

3
5

1
0
0
%

0
.0

%
0
.0

%
1
4
.3

%
0
.0

%
1
4
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
4
.3

%
1
4
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
4
2
.9

%
1
2

0
0

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

1
0

0
2

4
2

1
0
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
8
.3

%
1
6
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
6
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
8
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
1
6
.7

%
3
3
.3

%
8

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

0
0

0
2

0
0

0
0

3
1

1
0
0
%

0
.0

%
1
2
.5

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
2
.5

%
0
.0

%
0
.0

%
1
2
.5

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
2
5
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
3
7
.5

%
2

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0
0
%

0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
0
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
3

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

1
0
0
%

0
.0

%
0
.0

%
3
3
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
6
6
.7

%
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

4
1

1
0
0
%

0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
2
0
.0

%
8
0
.0

%
7

1
0

1
0

1
0

0
0

1
0

0
0

0
1

0
0

0
1

0
0

0
0

1
2

1
0
0
%

1
4
.3

%
0
.0

%
1
4
.3

%
0
.0

%
1
4
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
4
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
4
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
4
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
4
.3

%
2
2

0
1

1
2

1
0

0
0

4
1

0
0

0
1

0
0

1
2

1
0

0
1

6
9

1
0
0
%

0
.0

%
4
.5

%
4
.5

%
9
.1

%
4
.5

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
8
.2

%
4
.5

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
4
.5

%
0
.0

%
0
.0

%
4
.5

%
9
.1

%
4
.5

%
0
.0

%
0
.0

%
4
.5

%
2
7
.3

%
3
2

2
1

1
2

1
0

0
0

1
3

1
0

0
1

1
0

0
3

0
1

0
0

1
4

1
1

1
0
0
%

6
.3

%
3
.1

%
3
.1

%
6
.3

%
3
.1

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
3
.1

%
9
.4

%
3
.1

%
0
.0

%
0
.0

%
3
.1

%
3
.1

%
0
.0

%
0
.0

%
9
.4

%
0
.0

%
3
.1

%
0
.0

%
0
.0

%
4
3
.8

%
2
4

2
2

1
0

1
0

0
0

3
1

0
0

0
7

0
0

0
1

0
0

0
0

6
6

1
0
0
%

8
.3

%
8
.3

%
4
.2

%
0
.0

%
4
.2

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
2
.5

%
4
.2

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
2
9
.2

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
4
.2

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
2
5
.0

%
8
9

3
5

4
7

4
0

0
0

4
1
5

0
0

0
1
5

0
0

0
4

4
1

1
1

2
1

1
7

1
0
0
%

3
.4

%
5
.6

%
4
.5

%
7
.9

%
4
.5

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
4
.5

%
1
6
.9

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
6
.9

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
4
.5

%
4
.5

%
1
.1

%
1
.1

%
1
.1

%
2
3
.6

%
1
7

1
2

4
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
2

0
0

0
0

3
6

1
0
0
%

5
.9

%
1
1
.8

%
2
3
.5

%
1
7
.6

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
1
.8

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
1
.8

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
7
.6

%
1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

1
1

0
0

6
3

1
0
0
%

0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
0
.0

%
1
0
.0

%
1
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
6
0
.0

%
2
7

1
2

2
0

2
0

1
0

3
2

1
0

0
1

0
0

0
2

0
0

0
0

1
0

1
0

1
0
0
%

3
.7

%
7
.4

%
7
.4

%
0
.0

%
7
.4

%
0
.0

%
3
.7

%
0
.0

%
1
1
.1

%
7
.4

%
3
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
3
.7

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
7
.4

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
3
7
.0

%
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0
0
%

0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
0
0
.0

%
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

7
2

1
0
0
%

0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
1
.1

%
0
.0

%
1
1
.1

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
7
7
.8

%
6
3

3
4

2
5

7
0

0
0

2
3

0
0

1
9

0
0

0
7

1
1

0
1

1
7

1
7

1
0
0
%

4
.8

%
6
.3

%
3
.2

%
7
.9

%
1
1
.1

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
3
.2

%
4
.8

%
0
.0

%
0
.0

%
1
.6

%
1
4
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
1
.1

%
1
.6

%
1
.6

%
0
.0

%
1
.6

%
2
7
.0

%
4
1

0
0

5
2

1
0

0
0

2
5

1
0

0
4

0
0

0
1

0
1

0
0

1
9

1
0

1
0
0
%

0
.0

%
0
.0

%
1
2
.2

%
4
.9

%
2
.4

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
4
.9

%
1
2
.2

%
2
.4

%
0
.0

%
0
.0

%
9
.8

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
2
.4

%
0
.0

%
2
.4

%
0
.0

%
0
.0

%
4
6
.3

%
2
1

0
0

1
2

1
0

0
0

3
1

1
0

1
3

0
0

0
2

1
0

0
0

5
5

1
0
0
%

0
.0

%
0
.0

%
4
.8

%
9
.5

%
4
.8

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
1
4
.3

%
4
.8

%
4
.8

%
0
.0

%
4
.8

%
1
4
.3

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
9
.5

%
4
.8

%
0
.0

%
0
.0

%
0
.0

%
2
3
.8

%

（
販

　
売

）
６

　
洋

菓
子

店
（
販

　
売

）
７

　
弁

当
屋

（
販

　
売

）
８

　
ガ

ソ
リ
ン

ス
タ

ン
ド

（
販

　
売

）
１

　
ス

ー
パ

ー
マ

ー
ケ

ッ
ト

（
販

　
売

）
２

　
コ

ン
ビ

ニ
エ

ン
ス

ス
ト
ア

（
販

　
売

）
３

　
デ

パ
ー

ト
（
販

　
売

）
４

　
ア

パ
レ

ル
（
販

　
売

）
５

　
パ

ン
屋

（
飲

　
食

）
2
3
  
そ

の
他

飲
食

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

（
販

　
売

）
９

　
本

  
屋

（
販

　
売

）
1
1
　

試
食

販
売

（
販

　
売

）
1
2
  
そ

の
他

販
売

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

（
ホ

テ
ル

）
1
3
  
ホ

テ
ル

・
旅

館
（
ホ

テ
ル

）
1
4
 結

婚
式

場
（
ホ

テ
ル

内
を

含
む

）
（
飲

　
食

）
1
5
  
居

酒
屋

（
飲

　
食

）
1
6
  
フ

ァ
ー

ス
ト
フ

ー
ド

（
飲

　
食

）
1
7
  
フ

ァ
ミ
リ
ー

レ
ス

ト
ラ

ン
（
飲

　
食

）
1
8
  
カ

フ
ェ

（
飲

　
食

）
1
9
  
デ

リ
バ

リ
ー

店
（
飲

　
食

）
2
0
 寿

司
屋

（
飲

　
食

）
2
1
  
上

記
以

外
の

チ
ェ

ー
ン

の
飲

食
店

（
飲

　
食

）
2
2
  
上

記
以

外
の

個
人

経
営

の
飲

食
店

- 13 -- 13 -



問
７

アル
バ

イト
をし

て
い

て
、労

働
条

件
な

どに
関

して
次

の
よう

な
こと

は
あ

りま
した

か
。（

複
数

回
答

可
）

 次
の
枠
の
中
に
、回
答
例
に
従
い
、問
３
で
選
択
した
業
種
ご
とに
、次
の
トラ
ブ
ル
の
例
か
ら該
当
す
る
も
の
の
番
号
を
記
入
して
くだ
さ
い
。

n

１  採 用 時 に 合 意 し た 仕 事 以 外 の 仕 事 を さ せ ら え ら た

２  採 用 時 に 合 意 し た 以 上 の シ フ ト を 入 れ ら れ た

３  一 方 的 に 急 な シ フ ト 変 更 を 命 じ ら れ た

４  一 方 的 に シ フ ト を 削 ら れ た

5  実 際 に 働 い た 時 間 の 管 理 が さ れ て い な い （ 例 え ば タ イ ム

カ ー ド に 打 刻 し た 後 に 働 か さ れ た な ど ）

６  賃 金 が 支 払 わ れ な か っ た

（ 全 額 ）

６  賃 金 が 支 払 わ れ な か っ た

（ 残 業 分 ）

６  賃 金 が 支 払 わ れ な か っ た

（ そ の 他 （   　   ） ）

７  準 備 や 片 付 け の 時 間 に 賃 金 が 支 払 わ れ な か っ た

８  時 間 外 労 働 や 休 日 労 働 、 深 夜 労 働 に つ い て 、 割 増 賃 金 が

支 払 わ れ な か っ た

９ 　 賃 金 が 所 定 支 払 日 に 支 払 わ れ な か っ た

１ ０ 　 賃 金 が 所 定 支 払 日 に 支 払 わ れ な か っ た

１ １ 　 賃 金 が 一 方 的 に 引 き 下 げ ら れ た

１ ２ 　 １ 日 に 労 働 時 間 が ６ 時 間 を 超 え て も 休 憩 時 間 が な か っ

た
１ 3   契 約 更 新 が あ る と 言 わ れ て い た が 労 働 契 約 の 更 新 が

な か っ た

1 5   商 品 や サ ー ビ ス の 買 い 取 り を 強 要 さ れ た

1 4   仕 事 中 の け が の 治 療 費 を 自 己 負 担 さ せ ら れ た

1 6   給 与 明 細 書 が も ら え な か っ た

１ ７   暴 力 や 嫌 が ら せ を 受 け た

１ ８   退 職 を 申 し 出 て も （ 勤 務 先 の 都 合 を 理 由 に ） 退 職 さ

せ て も ら え な か っ た

１ ９   会 社 の 都 合 で 一 方 的 に 解 雇 さ れ た

２ ０   そ の 他 （    ）

２ １   労 働 条 件 上 の 不 当 な 扱 い は な か っ た

無 回 答
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問８ アルバイトによって、学業に支障が出た経験がありますか

人 ％
343 83.1%

49 11.9%

21 5.1%

問９ 労働条件などに関して困ったことがあった場合、どうしましたか。
（どうしますか。）（複数回答可）

人 ％ 無 回 答

42

2 学校や職場の先輩に相談した

55

7 インターネットで調べた

8 自分で会社との話し合いの機会を持った

4 大学に相談した

5 同僚に相談した
6 専門の相談窓口に相談した
（61 労働基準監督署等）
専門の相談窓口に相談した
（62 労働条件相談ほっとライン）
専門の相談窓口に相談した
（63 自治体）
専門の相談窓口に相談した
（64 その他（　　　　　　　　　））

3 家族に相談した

55

221

8

2

2

0

1

11 その他（　　　　　　　　　　　） 3

9 そのアルバイトを辞めた 39

10 何もしなかった 40

ある→具体的に（　　　　　）

68

1 知人・友人に相談した

5

ない

172

無回答

33.6%

10.3%

26.1%

0.8%

6.4%

0.3%

0.3%

0.0%

0.2%

8.4%

1.2%

5.9%

6.1%

0.5%
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問１０

人 ％ 無回答

43.8%

44.9%

62.4%

55.6%

59.0%

81.5%

31.5%

33.7%

7.3%

25.3%

46.6%

28.7%

78

2-12　アルバイトでも、労働条件に関して労働基準監督
署等に相談することができる

2-7　事業主は規律違反やミスをした労働者に対して無
制限に減給することはできない

２　知っていた
24

51

56

60

13

45

83

80

111

99

105

145

１　知らなかった

2-11　アルバイトでも、仕事によるけがは、労災保険を使
う必要がある

2-8　アルバイト代を事業主が一方的に引き下げることは
できない
2-9　アルバイトに時間外労働をさせる場合であっても、事
業主はあらかじめ、労働者の代表等と労使協定（「36
（さぶろく）協定」）を締結し、所轄の労働基準監督署
長に届け出なければならない
2-10　事業主は、労働者を解雇する場合は、その労働
者に 30 日以上前に予告するか、解雇予告手当（平均
賃金の 30 日分以上）を払わなければならない

2-1　事業主は、アルバイトを雇い入れる際、業務内容、
労働時間、賃金などについて、書面で明示する必要があ
る

2-2　アルバイトでも、一定の条件を満たせば年次有給休
暇が付与される必要がある

2-3　アルバイトでも、１日の労働時間が６時間を超える
場合は４５分、８時間を超える場合は６０分の休憩時
間を与える必要がある
2-4　アルバイトでも、時間外労働（１日８時間を超え
た場合など）や深夜労働（午後１０時から午前５
時）には、通常の賃金の２割５分以上の金額を支払う

2-5　アルバイト代は、全額を労働者に直接、毎月決まっ
た日に支払われなければならない

2-6　都道府県単位ごとに「最低賃金」が定められてお
り、アルバイト代はその額を下回ることはできない

あなたは、説明を受けるまで、法律で決められている労働条件に関して、知っていましたか。該当する回
答の□に✓を付けてください。

211 51.1%

178 43.1%
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